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市役所の休日や夜間の電話 92-8200INFORMATION ☆お知らせのページ

日
時

６
月
４
日
a
、
午
前
８

時
か
ら
約
１
時
間
（
雨
天
中
止
）

※
当
日
天
候
が
は
っ
き
り
せ
ず
、

実
施
か
中
止
か
分
か
ら
な
い
場
合

は
、
午
前
７
時
か
ら
テ
レ
フ
ォ
ン

サ
ー
ビ
ス
（
1
(2
１
１
１
１
）
で
案

内
し
ま
す
。

清
掃
（
集
合
）
場
所

①
湛
井
合
同
堰ぜ
き（
同
広
場
）

②
宝
福
寺
（
山
門
前
駐
車
場
）

③
備
中
国
分
寺
（
北
側
駐
車
場
）

④
中
央
文
化
筋
と
市
役
所
通
り

（
市
役
所
玄
関
前
ほ
か)

そ
の
他

①
軍
手
、
ご
み
袋
な

ど
は
準
備
し
ま
す
が
、
清
掃
用
具

は
で
き
る
だ
け
持
参
し
て
く
だ
さ

い
　
②
指
定
し
た
場
所
以
外
で
集

め
た
ご
み
は
、
燃
や
せ
る
ご
み
・

燃
や
せ
な
い
ご
み
・
粗
大
ご
み
・

資
源
ご
み
な
ど
に
分
別
し
、
当
日

の
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
に
吉

備
路
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
無
料
で
処
理
し

ま
す問

い
合
わ
せ

ま
ち
づ
く
り
支

援
室
ま
ち
づ
く
り
支
援
係
（
1
(2

８
２
４
９
）

指
定
ご
み
袋
販
売
所
が
増
え
ま

し
た
。
追
加
の
販
売
所
は
左
の
表

の
と
お
り
で
す
。

問
い
合
わ
せ

環
境
課
ご
み
対

策
係
（
1
(2
８
３
３
８
）

ゆ
ず
り
ま
す

額
縁
付
き
版
画

色
紙
、
各
種
婦
人
用
冬
服
、
マ
ッ

ト
レ
ス
、
水
槽
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ

ー
、
学
習
机
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
、
一

口
く
ど
（
か
ま
ど
）、
２
人
掛
け
ソ

フ
ァ
ー
、
背
広
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

ー
ト
、
自
転
車
用
幼
児
座
席
（
前

側
）、
洗
面
台
、
高
校
生
用
剣
道
具

一
式
、
座
卓
、
本
棚
、
応
接
イ
ス
、

エ
レ
ク
ト
ー
ン
、
ピ
ア
ノ
、
シ
ン

グ
ル
ベ
ッ
ド
用
マ
ッ
ト
、
エ
ア
コ

ン
、
和
だ
ん
す
、
室
内
用
す
べ
り

台
、
歩
行
器
、
ベ
ビ
ー
用
食
事
イ

ス
、
ウ
サ
ギ
の
飼
育
セ
ッ
ト
、
三

面
鏡も

と
め
ま
す

山
手
幼
稚
園
・

山
手
保
育
園
制
服
と
体
操
服
、
冷

蔵
庫
、
カ
ラ
オ
ケ
器
械
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
、
耕
運
機
、
エ
ア
コ
ン
、

ピ
ア
ニ
カ
、
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト
、

女
児
ベ
ビ
ー
服
、
自
転
車
、
一
輪

車
、
ベ
ッ
ド
、
学
生
服
上
下
、
学

生
カ
バ
ン
、
工
作
セ
ッ
ト
、
雛ひ
な

人

形
（
ケ
ー
ス
入
り
）

そ
の
他

①
当
事
者
同
士
で
の

話
し
合
い
と
な
り
ま
す
　
②
電
気

用
品
は
、
電
気
用
品
安
全
法
の
施

行
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
無
料
で

譲
渡
を
し
て
く
だ
さ
い

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

ま
ち

づ
く
り
支
援
室
生
活
安
全
係
（
1

(2
８
２
４
９
）

安
全
性
が
危
惧ぐ

さ
れ
る
古
い
基

準
で
建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅
の
耐

震
診
断
を
受
け
る
人
に
、
そ
の
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
建
物

市
内
の
民

間
住
宅
で
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以

前
に
着
工
さ
れ
た
一
戸
建
て
の
住

宅
（
半
分
以
上
が
住
宅
用
）
で
、
木

造
２
階
建
以
下
の
在
来
軸
組
工
法

の
も
の

補
助
金
額

１
棟
あ
た
り
２
万

８
０
０
０
円
ま
で

募
集
件
数

１０
棟
（
先
着
順
）

申
込
開
始
日

７
月
３
日
b

申
込
方
法

申
請
書
と
添
付
図

書
を
提
出

そ
の
他

耐
震
診
断
と
は
、
地

震
に
対
す
る
建
築
物
の
安
全
性
を

評
価
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
岡

山
県
木
造
住
宅
耐
震
診
断
員
（
建

築
士
）
が
一
般
診
断
を
行
い
ま
す

問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
建

築
指
導
係
（
1
(2
８
２
８
９
）

■
国
民
年
金
の
一
部
納
付
制
度

７
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
が
４
段
階
に
な
り
ま
す
。

申
請
を
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
の
一
部
が
減
免
さ
れ
、
残
り

の
保
険
料
を
納
付
し
ま
す
。
た
だ

し
、
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
納
付

を
し
た
期
間
は
、
全
額
納
め
た
場

合
と
比
べ
て
老
後
に
受
け
取
る
年

金
（
老
齢
基
礎
年
金
）
が
減
額
さ
れ

ま
す
。

一
部
納
付
額
の
保
険
料
も
納
め

忘
れ
る
と
「
未
納
期
間
」
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
免
除
を
受
け
た
期
間

は
１０
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納

め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
、
老
後

の
年
金
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
料

は
承
認
さ
れ
た
年
度
か
ら
２
年
を

過
ぎ
る
と
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
す
。

平
成
１８
年
度
分
の
保
険
料
と
追

納
が
な
い
場
合
の
老
後
に
受
け
取

る
年
金
の
額
（
予
定
）
は
右
の
表
の

と
お
り
で
す
。

■
若
年
者
の
納
付
猶
予
制
度

３０
歳
未
満
の
所
得
の
低
い
人
は
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

の
納
付
を
後
払
い
に
で
き
ま
す
。

※
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
は
、

原
則
と
し
て
毎
年
７
月
に
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
時
に
継
続
申
請

を
希
望
し
、
全
額
免
除
、
納
付
猶

予
が
承
認
さ
れ
る
と
、
翌
年
は
本

人
の
申
請
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

（
一
部
例
外
あ
り
）

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

健
康

づ
く
り
課
保
険
年
金
係
（
1
(2
８

２
５
７
）、
倉
敷
東
社
会
保
険
事
務

所
（
1
０
８
６

６
１
５
３
）

児
童
手
当
の
支
給
対
象
が
小
学

校
３
年
生
修
了
ま
で
か
ら
小
学
校

６
年
生
修
了
ま
で
に
拡
大
し
、
所

得
制
限
も
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

対
象
者
に
は
５
月
下
旬
ま
で
に
申

請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

■
今
ま
で
児
童
手
当
を
受
け
取
っ

て
い
た
人

申
請
書
類

現
況
届
（
６
月
１

日
現
在
の
状
況
）
と
児
童
手
当
額

改
定
請
求
書
・
届
（
小
学
校
５
・

６
年
生
の
児
童
が
い
る
人
の
み
）

現
況
届
を
提
出
し
て
い
な
い
場

合
は
、
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
６

月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
次
の
よ

う
な
場
合
は
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
届
出
が
遅
れ
た
た
め
に
受
け

取
り
す
ぎ
た
手
当
は
返
還
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
①
転
出
・
出
生
・

死
亡
・
氏
名
変
更
が
あ
っ
た
と
き

②
婚
姻
・
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
養

育
者
が
変
わ
っ
た
と
き
　
③
公
務

員
に
な
っ
た
と
き
　
④
退
職
な
ど

に
よ
り
被
用
者
年
金
の
資
格
を
喪

失
し
た
と
き

■
今
ま
で
児
童
手
当
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
人

制
度
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
新

た
に
手
当
を
受
給
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
請
書
類

児
童
手
当
認
定
請

求
書そ

の
他

①
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
の
で
申
請
者
全
員
が
受
給
で

き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
　
②
転
入

者
な
ど
は
手
続
き
が
異
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す

申
請
期
限

６
月
３０
日
f

申
請
先

こ
ど
も
課
、
各
支
所

そ
の
他

公
務
員
は
職
場
で
の

手
続
き
と
な
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

こ
ど
も
課
子
育

て
支
援
係
（
1
(2
８
２
６
８
）

対
象

①
１８
歳
未
満
の
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の

親
と
児
童
　
②
父
母
の
い
な
い
１８

歳
未
満
の
児
童
と
そ
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
配
偶
者
の
な
い
女
子

な
ど

※
父
母
ま
た
は
養
育
者
に
所
得
税

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
に
限
る

問
い
合
わ
せ

こ
ど
も
課
子
育

て
支
援
係
（
1
(2
８
２
６
８
）

対
象

①
身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
を
持
っ
て
い
る
人
　
②

重
度
の
知
的
障
害
者
と
判
定
さ
れ

た
人
　
③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級

を
持
っ
て
い
る
人
で
、
中
度
の
知

的
障
害
者
と
判
定
さ
れ
た
人

※
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

福
祉
課
長
寿
・

障
が
い
係
（
1
(2
８
２
６
９
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
・
重
度
心
身

障
害
者
の
医
療
費
受
給
資
格
の
更

新
が
必
要
な
人
に
は
、
申
請
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
保
険
証
、
印

鑑
、
障
が
い
者
の
人
は
障
害
者
手

帳
を
持
参
し
て
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
６
月
中
に
手
続
き
を
し

な
い
と
７
月
以
降
受
給
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

ひ
と

り
親
家
庭
等
＝
こ
ど
も
課
子
育
て

支
援
係
（
1
(2
８
２
６
８
）、
重

度
心
身
障
害
者
＝
福
祉
課
長
寿
・

障
が
い
係
（
1
(2
８
２
６
９
）

計
量
器
（
は
か
り
）
の
定
期
検
査

を
左
の
表
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

取
引
、
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
最
寄
り
の

場
所
で
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
出
荷
時
に
農
協
な
ど
で
再

計
量
を
受
け
る
も
の
は
、
任
意
検

査
で
す
。

問
い
合
わ
せ

商
工
観
光
課

（
1
(2
８
２
７
６
）

国
民
宿
舎
サ
ン
ロ
ー
ド
吉
備
路

が
、
施
設
の
総
合
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
た
め
臨
時
休
業
し
ま
す
。

ま
た
、
吉
備
路
観
光
案
内
セ
ン
タ

ー
と
サ
ン
直
広
場
え
え
と
こ
そ
う

じ
ゃ
も
、
同
期
間
は
休
業
し
ま
す
。

休
業
期
間

６
月
１９
日
b
午
前

１０
時
か
ら
２３
日
f
午
前
１１
時
ま
で

問
い
合
わ
せ

商
工
観
光
課

（
1
(2
８
２
７
７
）

日
時

６
月
３
日
g
、
午
後
１

時
３０
分
か
ら
３
時
３０
分
ま
で

場
所

市
民
会
館

内
容
　
Ｃ.

Ｗ
ニ
コ
ル
氏
に
よ
る

講
演
「
森
を
育
む
も
の
」、
池
田
小

学
校
・
池
上
宗
一
郎
教
諭
に
よ
る

研
究
発
表
、
パ
ネ
ル
展
示
、
フ
リ

ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
お
も
ち
ゃ
の
病

院
な
ど

問
い
合
わ
せ

環
境
課
ご
み
対

策
係
（
1
(2
８
３
３
８
）

423

今月の納税 市・県民税（１期）国民健康保険税（１期）納期限は6月30日Fです

募
　
集

伝
言
板

催
し
物

相
　
談

く
ら
し

く
ら
し

く
ら
し

月日（曜） 時　間 場　　所

７月３日B
10:00～12:00 昭和出張所
13:30～15:00 北出張所

７月４日C
10:00～12:00 清音公民館
13:30～15:00 西公民館

７月５日D
10:00～12:00 東公民館
13:30～15:00 山手公民館

７月６日E
10:00～12:00 市役所西庁舎南側
13:00～15:00 〃

７月７日F
10:00～12:00 〃
13:00～15:00 〃

●計量器（はかり）の定期検査の日時・場所

販売所名 住　所 電話番号
ろわーるどっと混む 中央一丁目6-18 (46333
ザグザグ総社中央店 中央四丁目21-103 (02008
ポプラ総社国分寺店 井手789-1 (48155
ザグザグ総社店 小寺5 (40354
セブンイレブン 小寺668-1 (48611総社小寺店
デイリーヤマザキ 三輪674-6 (46676総社三輪店
スーパー前田 窪木889-3 (20363
デイリーヤマザキ 富原349-7 (43477総社富原店

●指定ごみ袋販売所

募
　
集

伝
言
板

催
し
物

催
し
物

相
　
談

催
し
物

く
ら
し

免除段階 保険料の月額 老齢基礎年金の受給額

全額免除 ―― 全額納めた場合の３分の１

４分の１納付 ３４７０円 全額納めた場合の２分の１

半額納付 ６９３０円 全額納めた場合の３分の２

４分の３納付 １０４００円 全額納めた場合の６分の５

●国民年金保険料の免除額




